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はじめに 

わが国の自殺者数は、平成18年に自殺対策基本法が制定

されて以降、減少傾向にあります。しかし、本町における

自殺死亡率は、国及び埼玉県を上回り、依然として数値の

高い状況が続いております。 

このような中、本町では平成22年度から自殺予防ゲート

キーパー研修会に取り組むとともに、ちちぶ定住自立圏事

業として秩父地域自殺予防フォーラムや秩父地域自殺予

防連絡会などを１市４町連携して、進めてまいりました。 

そして、この度、改正自殺対策基本法（平成28年４月施行）において、全ての自治体に

自殺対策計画の策定が義務づけられたことを機に、「皆野町自殺対策計画～誰も自殺に追い

込まれることのない こころ健やかに生きられるまち、みなの」を策定いたしました。 

本計画では、町民が健康で生きがいを持って、地域で安心して暮らすことができる町を

目指し、本町のこれまでの自殺対策の取組を総合的に推進することとしています。 

今後は、本計画のもと、国・県をはじめ、関係機関との連携をさらに強化するとともに、

町民の皆様と一体となった取組を展開してまいりたいと考えておりますので、より一層の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、健康づくりに関するアンケート調査にご協力い

ただいた町民の皆様をはじめ、皆野町自殺対策計画策定委員会、ご協力いただきました関

係各位に、心から感謝と御礼を申し上げます。 

 

平成 31年３月 

                   皆野町長  石木戸 道也 
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第１章 計画の概要 

１．計画策定の趣旨 

我が国の自殺対策は、平成18年に自殺対策基本法が制定されて以降、大きく前進

しました。それまで「個人の問題」とされてきた自殺が「社会の問題」として広く

認識されるようになり、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果、自殺者数の

年次推移は減少傾向にあるなど、着実に成果を上げています。しかし、我が国の自

殺死亡率（人口10 万人当たりの自殺による死亡率）は、主要先進７か国の中で最

も高く、自殺者数の累計は毎年２万人を超える水準で積み上がっているなど、非常

事態はいまだ続いていると言わざるを得ません。 

自殺対策基本法は施行から10年の節目である平成28年に改正されました。その

際、「生きることの包括的な支援」として自殺対策が実施されるべきことが明記さ

れ、すべての都道府県及び市町村が「自殺対策計画」を策定することとされました。 

この計画では、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、町民

にとって最も身近な市町村が取り組み主体となり、「生きることの包括的な支援」

を進めていくことが求められています。 

皆野町では、自殺対策基本法の趣旨や自殺総合対策大綱を踏まえ、効果的に自殺

対策を推進していくために、「皆野町自殺対策計画（以下、「本計画」という。）」を

策定します。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、自殺対策基本法の第13条２項の規定により定められた、自殺対策につ

いての計画です。 

町政運営の最も基本となる「第５次皆野町総合振興計画」及びその分野別計画で

ある「地域福祉計画」、「健康みなの21計画」等、保健・医療・福祉に関する各計画

と整合を図り、皆野町における自殺対策の目標、施策を示したものとなっています。 

 

 

３．計画の期間 

計画の期間は、平成31年度（2019年度）から平成35年度（2023年度）までの５

か年とし、目標年度を平成35年度（2023年度）とします。なお、法制度等の改正

があった場合には、見直しを行い、柔軟に対応することとします。 

 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

（2021 年度） 

平成 34 年度 

（2022 年度） 

平成 35 年度 

（2023 年度） 

計画期間           （見直し）  
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第２章 皆野町における自殺の状況 

１．統計データからみる皆野町の状況 

（１）自殺者数の推移 

平成24年から平成28年にかけての皆野町における自殺者数は年間２～５人で推

移しており、平均すると年間3.4人となっています。（資料：厚生労働省「地域にお

ける自殺の基礎資料」） 

 

 

（２）自殺死亡率、標準化死亡比の推移 

①自殺死亡率 

自殺死亡率は県よりも高い値で推移しています。平成24年から平成25年にかけ

ては自殺者数が減少したことから自殺死亡率が低くなっています。 

 

■自殺死亡率の推移 
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 



4 

 

②標準化死亡比 

標準化死亡比は継続して100を超えており、５年間を通して県の水準を上回って

います。 

 

■標準化死亡比の推移 
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皆野町

資料：埼玉県の「健康指標総合ソフト」 

※標準化死亡比とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、

年齢構成を調整したもの。ここでは基準集団の埼玉県を 100 とした場合の数値

を掲載している。 
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（３）年齢別自殺死亡割合 

年齢別自殺死亡割合をみると、30～39歳、50～59歳、80歳以上で全国と埼玉県

を上回っています。特に80歳以上では全国と埼玉県の３倍以上となっています。そ

の他の年代では全国と埼玉県を下回っています。 

 

■年齢別自殺死亡割合（平成24年～平成28年までの５年間） 

 

 

  

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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（４）ライフステージ別死因 

壮年期において自殺が死因のうち50％を占め、死因順位の第１位となっているほ

か、中年期で第５位となっています。また、総数では第７位となっています。 

 

■ライフステージ別死因順位(平成24年～平成28年） 

 

 

 

 

 

 

 

  

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

第7位

第8位

総数
(0～4歳) （5～14歳) (15～24歳) (25～44歳) (45～64歳) (65歳以上)
幼年期 少年期 青年期 壮年期 中年期 高齢期

心疾患（高血圧性

を除く）

100% 50% 50% 38.2% 23.5% 22.4%

肺炎 不慮の事故 自殺 悪性新生物
心疾患（高血圧性

を除く）

悪性新生物

30% 14.7% 19.6% 21.3%

悪性新生物
心疾患（高血圧性

を除く） 悪性新生物

脳血管疾患

10% 7.4% 11.4% 11.0%

脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患

肺炎

7.4% 8.2% 7.7%

不慮の事故 肺炎

老衰

5.9% 7.6% 6.8%

自殺 老衰

不慮の事故

2.9% 2.7% 3.2%

ウイルス肝炎 不慮の事故

自殺

2.9% 1.9% 1.9%

糖尿病 腎不全

腎不全

2.9% 1.6% 1.7%

大動脈瘤及び
解離

高血圧性疾患

その他

50% 10% 17.6% 23.4% 24.1%

その他 その他 その他 その他

資料：人口動態統計 

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は死因簡単分類の

コード番号順に掲載している。９位以下は８位と同率であっても掲載してい

ない。 
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（５）自殺者の特徴 

①自殺者の特徴 

皆野町の自殺者の特徴をみると、男性では20～39歳、60歳以上、女性では40～

59歳の自殺者が上位となっています。 

 

■地域の主な自殺の特徴（平成25年～平成29年までの５年間） 

 

上位５区分 （参考）背景にある主な自殺の危機経路 

1 位:男性 60 歳以上無職同居 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋身体

疾患→自殺 

2位:男性 20～39歳無職同居 

①【30 代その他無職】ひきこもり＋家族間の不和

→孤立→自殺 

②【20 代学生】就職失敗→将来悲観→うつ状態→

自殺 

3 位:男性 60 歳以上無職独居 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将来生活へ

の悲観→自殺 

4位:女性 40～59歳無職同居 近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺 

5位:男性 20～39歳有職同居 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企業)→パ

ワハラ＋過労→うつ状態→自殺 

 

※順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順と

した。 

※「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書2013（ライフリンク）を

参考に自殺総合対策推進センターが作成したものであり、地域の現状を分析し

た結果ではない。また、実際の自殺の原因は集計されていない。 

 

  

資料：地域自殺実態プロファイル（2018） 
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②同居人の有無別自殺死亡割合 

自殺者の同居人の有無別自殺死亡割合をみると、「あり」が「なし」を上回って

います。 

 

■同居人の有無別自殺死亡割合（平成24年～平成28年までの５年間） 

  

76.5%

23.5%
あり

なし

不詳

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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③職業別自殺死亡割合 

職業別自殺死亡割合をみると、「無職」が最も多く、次いで「被雇用・勤め人」

となっています。 

 

■職業別自殺死亡割合（平成24年～平成28年までの５年間） 

 

 

 

 

④自殺の未遂歴別自殺死亡割合 

自殺の未遂歴別自殺死亡割合をみると、「なし」が「あり」を上回っています。 

 

■自殺の未遂歴別自殺死亡割合（平成24年～平成28年までの５年間） 
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17.6%

58.8%

11.8%
あり

なし

不詳

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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⑤原因動機別自殺死亡割合 

原因動機別自殺死亡割合をみると、「健康問題」が58.8％と最も多く、次いで「家

庭問題」と「経済・生活問題」が11.8％となっています。 

 

■原因動機別自殺死亡割合（平成24年～平成28年までの５年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集計結果では、以上の順となっているが、前提として自殺の多くは多様かつ 

複合的な原因・背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きている。 

 

 

  

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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（６）生活保護の状況 

生活保護の状況をみると、平成28年度までは被保護世帯・被保護人員数、保護率

は横ばいでしたが、平成29年度以降上昇傾向にあります。 

 

 

■生活保護の状況の推移 
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２．アンケート結果からみる皆野町の状況 

本計画及び「第３期健康みなの21計画」の策定にあたり、平成30年８月に町民

の日常の習慣、食事、運動等の意識を把握することを目的として「健康づくりに関

するアンケート調査」を実施しました。その中で、自殺対策の効果的な推進に向け

て「こころの健康」に関する調査を行いました。 

調査の概要は以下の通りです。 

 

■「健康づくりに関するアンケート調査」の概要 

・調査地域：皆野町全域 

・調査対象：皆野町に居住している18歳以上の住民 

・標 本 数：1,000名 

・抽 出 法：無作為抽出 

・調査期間：平成30年８月１日～13日 

・調査方法：調査票による本人記述方式 

      郵送配布・郵送回収による郵送調査方法 

 

・回収結果 

発送数 有効回収数 有効回収率 

1,000 457 45.7％ 
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（１）睡眠によって休養がとれているか 

睡眠によって休養が充分とれているかについては、男女ともに30～50代では睡

眠によって休養が「あまりとれていない」割合が多くなっています。 

 

 

 

 

  

合
計

充
分
と
れ

て

い
る

ま
あ
ま
あ

と

れ
て
い
る

あ
ま
り
と

れ

て
い
な
い

ま

っ
た
く

と

れ
て
い
な

い

不
明

全体 457              16.0             57.5             23.4             1.1               2.0               

男性全体 198              16.2             57.6             24.7             0.5               1.0               

10･20代 14                14.3             57.1             28.6             -                     -                     

30代 13                15.4             30.8             53.8             -                     -                     

40代 19                5.3               47.4             47.4             -                     -                     

50代 26                3.8               61.5             34.6             -                     -                     

60代 48                25.0             62.5             10.4             2.1               -                     

70代 53                11.3             62.3             24.5             -                     1.9               

80代以上 23                30.4             60.9             4.3               -                     4.3               

女性全体 249              16.1             57.8             22.5             1.6               2.0               

10･20代 9                   -                     77.8             22.2             -                     -                     

30代 18                27.8             27.8             33.3             11.1             -                     

40代 24                8.3               58.3             33.3             -                     -                     

50代 30                13.3             46.7             30.0             6.7               3.3               

60代 62                14.5             62.9             21.0             -                     1.6               

70代 59                20.3             62.7             16.9             -                     -                     

80代以上 43                18.6             60.5             16.3             -                     4.7               
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（２）こころの状態の度合い 

心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用

されている、こころの健康状態に関する６項目の質問（Ｋ６）を行い、「まったく

ない」（０点）、「少しだけある」（１点）、「時々ある」（２点）、「よくある」（３点）、

「いつもある」（４点）とし、合計点（０～24点）を算出しました。合計点が高く

なるほど心理的苦痛を感じている度合いが高く、合計得点が９点以上であれば、気

分障害・不安障害等の可能性が高いと考えることができます。 

性年代別にみると、男性10・20代、40代、女性10・20代、50代で10点以上が３

割程度と多くなっています。 

 

 

 

６つの質問項目（Ｋ６） 

・ちょっとしたことでイライラしたり不安に感じることがある 

・絶望的だと感じることがある 

・そわそわ落ち着かなく感じることがある 

・気分が沈み、気が晴れないように感じることがある 

・何をするにも面倒だと感じることがある 

・自分は価値のない人間だと感じることがある 

  

合
計

０
～

４
点

５
～

９
点

1
0
～

1

4

点

1
5
点
以

上

不
明

全体 457              50.1             31.3             9.8               4.6               4.2               

男性全体 198              50.5             33.8             9.6               2.5               3.5               

10･20代 14                50.0             14.3             28.6             7.1               -                     

30代 13                15.4             69.2             -                     7.7               7.7               

40代 19                36.8             36.8             21.1             5.3               -                     

50代 26                42.3             38.5             15.4             3.8               -                     

60代 48                56.3             33.3             4.2               2.1               4.2               

70代 53                60.4             26.4             5.7               -                     7.5               

80代以上 23                56.5             39.1             4.3               -                     -                     

女性全体 249              49.8             30.1             10.0             6.4               3.6               

10･20代 9                   11.1             55.6             11.1             22.2             -                     

30代 18                33.3             44.4             11.1             11.1             -                     

40代 24                41.7             37.5             8.3               12.5             -                     

50代 30                40.0             30.0             16.7             13.3             -                     

60代 62                59.7             27.4             8.1               4.8               -                     

70代 59                57.6             32.2             5.1               1.7               3.4               

80代以上 43                53.5             14.0             14.0             2.3               16.3             
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（３）ストレス、不満等の状況 

悩みや苦労、ストレス、不満を感じる問題については、「病気など健康の問題」

「家庭の問題」が「現在ある（感じる）」という方が、他の問題と比較して多くな

っています。「経済的な問題」「恋愛関係の問題」「学校の問題」については、「意識

して感じたことはない」が半数を超えています。 

 

 

  

 

合
計

意
識
し
て

感

じ
た
こ
と

は

な
い

か
つ
て
あ

っ

た
が
今
は

な

い

現
在
あ

る

（
感
じ
る

）

不
明

①家庭の問題 457              37.9             21.9             29.1             11.2             

②病気など健康の問題 457              39.4             18.2             33.5             9.0               

③経済的な問題 457              57.8             9.6               19.9             12.7             

④勤務関係の問題 457              42.0             17.1             15.5             25.4             

⑤恋愛関係の問題 457              61.1             8.8               4.4               25.8             

⑥学校の問題 457              60.0             8.5               1.3               30.2             

⑦その他 457              16.6             0.2               3.7               79.4             
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（４）ストレスの解消方法 

日常生活での悩みやストレスを解消するために行うことについて、性年代別にみ

ると、男性10・20代で「ゲームをする」、女性30～40代で「好きなものを食べる」

がそれぞれ６割以上で最も多くなっています。また、男性50代、男女ともに70代

以上では「テレビを見る」が最も多くなっています。 

また、男性60代以上、女性70代でストレスの解消方法が「特になし」の割合が

１割以上となっています。 

 

 

  

合

計

音

楽

を

聴

く

テ

レ

ビ

を

見

る

親

し

い

人

に

会

う

メ
ー

ル

や

電

話

を

す

る

ネ

ッ
ト

を

見

る

ゲ
ー

ム

を

す

る

買

い

物

に

行

く

読

書

を

す

る

お

し

ゃ
べ

り

を

す

る

全体 457              27.1             49.9             31.7             15.8             12.9             7.9               34.1             17.5             30.9             

男性全体 198              28.3             49.5             17.2             7.6               19.7             12.1             22.7             17.7             12.6             

10･20代 14                57.1             28.6             28.6             28.6             42.9             71.4             28.6             14.3             28.6             

30代 13                15.4             38.5             15.4             7.7               46.2             15.4             7.7               7.7               7.7               

40代 19                26.3             36.8             15.8             10.5             47.4             31.6             26.3             21.1             10.5             

50代 26                38.5             50.0             11.5             -                     26.9             -                     23.1             23.1             11.5             

60代 48                25.0             43.8             14.6             4.2               14.6             4.2               22.9             16.7             10.4             

70代 53                18.9             56.6             17.0             5.7               1.9               3.8               20.8             13.2             13.2             

80代以上 23                30.4             73.9             21.7             8.7               8.7               -                     26.1             26.1             8.7               

女性全体 249              26.5             51.0             43.4             22.5             8.0               4.8               44.2             18.1             45.4             

10･20代 9                   88.9             66.7             77.8             44.4             66.7             22.2             100.0           22.2             55.6             

30代 18                27.8             50.0             50.0             38.9             38.9             5.6               61.1             33.3             61.1             

40代 24                29.2             45.8             41.7             12.5             12.5             8.3               58.3             20.8             50.0             

50代 30                20.0             46.7             53.3             20.0             3.3               3.3               43.3             13.3             50.0             

60代 62                22.6             46.8             45.2             24.2             1.6               3.2               50.0             14.5             37.1             

70代 59                23.7             57.6             40.7             18.6             -                     5.1               32.2             18.6             49.2             

80代以上 43                20.9             55.8             27.9             18.6             -                     2.3               27.9             18.6             39.5             

合

計

旅

行

・

ド

ラ

イ

ブ

運

動

を

す

る

睡

眠

を

と

る

好

き

な

も

の

を

食

べ

る

酒

を

飲

む

そ

の

他

特

に

な

し

不

明

全体 457              23.4             20.4             31.3             38.7             17.9             3.3               7.9               2.4               

男性全体 198              23.2             27.3             32.3             30.3             27.3             3.0               10.1             2.5               

10･20代 14                21.4             14.3             35.7             14.3             14.3             7.1               7.1               -                     

30代 13                15.4             23.1             38.5             53.8             46.2             -                     7.7               7.7               

40代 19                31.6             36.8             36.8             42.1             31.6             5.3               5.3               -                     

50代 26                38.5             46.2             42.3             19.2             19.2             3.8               -                     -                     

60代 48                27.1             22.9             22.9             29.2             45.8             2.1               10.4             2.1               

70代 53                15.1             28.3             26.4             30.2             20.8             1.9               17.0             5.7               

80代以上 23                13.0             13.0             39.1             30.4             8.7               4.3               13.0             -                     

女性全体 249              23.7             14.9             30.9             45.8             11.2             3.2               6.0               1.2               

10･20代 9                   66.7             22.2             66.7             88.9             44.4             -                     -                     -                     

30代 18                44.4             27.8             55.6             66.7             38.9             -                     -                     -                     

40代 24                25.0             12.5             41.7             70.8             12.5             -                     4.2               -                     

50代 30                33.3             20.0             30.0             50.0             20.0             -                     3.3               -                     

60代 62                24.2             12.9             17.7             38.7             6.5               3.2               6.5               -                     

70代 59                18.6             20.3             30.5             39.0             5.1               5.1               10.2             -                     

80代以上 43                7.0               2.3               23.3             30.2             2.3               7.0               7.0               7.0               
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（５）相談機関・相談先について 

①相談先の認知度 

知っている相談機関・相談先については、「町役場」が58.4％と最も多く、次い

で「民生委員・児童委員」が50.5％、「社会福祉協議会」が38.9％となっています。 

 

 

 

 

 

②悩みごとを相談できる相手の有無 

悩みごとを相談できる相手については、「家族・親族」が80.3％となっています。

性年代別にみると、男性30～40代で悩みごとを「誰にも相談しない・できない」

の割合が２割以上となっています。また、男性10・20代では「インターネット上

だけのつながりの人」が14.3％となっています。 

 

  

58.4 

30.0 

38.9 

35.4 

50.5 

5.7 

20.8 

16.8 

1.8 

7.0 

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0

町役場

保健所

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員・児童委員

埼玉県「暮らしとこころの相談会」

いのちの電話

どれも知らない

その他

不明

（％）

（n = 457）
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合

計

家

族

・

親

族

友

人

・

恋

人

学

校

（
時

代

）
の

先

生

職

場

の

上

司

・

同

僚

近

所

の

人

や

地

域

の

人

（
自

治

会

の

人

、
民

生

委

員

な

ど

）

公

的

な

相

談

機

関

（
町

役

場

、
保

健

所

、
地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ
ー

）
の

職

員

な

ど

民

間

の

相

談

機

関

（
有

料

の

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

セ

ン

タ
ー

な

ど

）
の

相

談

員

全体 457              80.3             42.2             1.3               13.1             12.0             11.2             0.4               

男性全体 198              75.3             32.8             -                     13.1             12.6             12.6             -                     

10･20代 14                78.6             64.3             -                     42.9             -                     7.1               -                     

30代 13                69.2             46.2             -                     38.5             7.7               7.7               -                     

40代 19                47.4             36.8             -                     36.8             5.3               5.3               -                     

50代 26                80.8             38.5             -                     15.4             15.4             3.8               -                     

60代 48                77.1             29.2             -                     6.3               16.7             6.3               -                     

70代 53                81.1             30.2             -                     1.9               17.0             17.0             -                     

80代以上 23                73.9             13.0             -                     -                     8.7               39.1             -                     

女性全体 249              84.3             50.2             2.4               13.3             11.2             10.0             0.8               

10･20代 9                   88.9             100.0           22.2             66.7             11.1             -                     -                     

30代 18                100.0           88.9             11.1             50.0             5.6               33.3             -                     

40代 24                87.5             75.0             4.2               25.0             8.3               4.2               -                     

50代 30                76.7             56.7             -                     23.3             -                     3.3               -                     

60代 62                91.9             51.6             1.6               8.1               14.5             11.3             -                     

70代 59                81.4             33.9             -                     -                     10.2             10.2             -                     

80代以上 43                72.1             20.9             -                     -                     20.9             9.3               4.7               

合

計

か

か

り

つ

け

の

医

療

機

関

の

職

員

（
医

師

、
看

護

師

、
薬

剤

師

な

ど

）

法

律

の

専

門

家

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

上

だ

け

の

つ

な

が

り

の

人

そ

の

他

誰

に

も

相

談

し

な

い

・

で

き

な

い

不

明

全体 457              17.1             3.3               0.9               0.9               7.9               2.6               

男性全体 198              18.2             3.0               1.5               1.0               10.1             3.5               

10･20代 14                7.1               7.1               14.3             -                     7.1               -                     

30代 13                7.7               -                     -                     -                     23.1             -                     

40代 19                5.3               -                     -                     5.3               26.3             -                     

50代 26                19.2             -                     3.8               -                     -                     -                     

60代 48                10.4             -                     -                     2.1               12.5             4.2               

70代 53                30.2             5.7               -                     -                     5.7               5.7               

80代以上 23                30.4             8.7               -                     -                     8.7               8.7               

女性全体 249              15.7             2.8               0.4               0.8               6.4               1.2               

10･20代 9                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

30代 18                27.8             5.6               5.6               -                     5.6               -                     

40代 24                8.3               8.3               -                     -                     4.2               -                     

50代 30                13.3             -                     -                     3.3               10.0             -                     

60代 62                12.9             1.6               -                     -                     3.2               -                     

70代 59                16.9             1.7               -                     1.7               8.5               -                     

80代以上 43                23.3             4.7               -                     -                     9.3               7.0               
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③悩みやストレスを感じた際にどうするか 

悩みやストレスを感じた時に、以下の方法を使って悩みを相談したいと思うかに

ついては、どの項目についても「相談・利用しないと思う」が最も多くなっていま

す。「①直接会って相談する（訪問相談を含む）」、「②電話を利用して相談する」に

ついては「実際にしたことはないが相談・利用すると思う」が３割弱となっていま

す。 

 

 

  

 

合

計

相
談

・

利

用
し

な

い

と

思
う

実
際

に

し

た
こ

と
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・
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る

と
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う
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談

・

利
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し

た
こ

と

が

あ
る

不

明

①直接会って相談する（訪問相談を含む） 457              51.2             28.9             8.1               11.8             

②電話を利用して相談する 457              51.6             27.6             5.3               15.5             

③メールを利用して相談する 457              68.7             10.7             0.9               19.7             

④LINEやFacebookなどのSNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）を利用して相談す

る

457              70.7             6.8               2.4               20.1             

⑤Twitterや掲示板などを利用して、インター

ネット上の不特定多数に流す
457              76.1             2.4               0.9               20.6             

⑥インターネットを利用して解決法を検索する 457              54.0             17.1             9.4               19.5             

⑦その他 457              18.8             0.9               1.1               79.2             
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（６）自殺対策の啓発活動について 

①ゲートキーパーの認知度 

ゲートキーパーを知っているかについては、「言葉も意味も知らない」が７割以

上となっており、ゲートキーパーの認知度は低い状況です。 

 
 

  

9.4 

9.6 

74.8 

6.1 

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0

言葉も意味も知っている

言葉は知っているが、意味は知らない

言葉も意味も知らない

不明

（％）

（n = 457）
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②秩父地域自殺予防フォーラム、ゲートキーパー研修会の認知度 

秩父地域自殺予防フォーラムやゲートキーパー研修会を知っているかについて

は、「どちらも知らない」が80.7％と最も多く、次いで「秩父地域自殺予防フォー

ラムだけ知っている」が7.0％、「どちらも知っている」が3.7％となっています。 

 

 

  

3.7 

7.0 

1.3 

80.7 

7.2 

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0

どちらも知っている

秩父地域自殺予防フォーラムだけ知っ

ている

ゲートキーパー研修会だけ知っている

どちらも知らない

不明

（％）

（n = 457）
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③自殺対策の啓発物について 

見たことがある自殺対策に関する啓発物については、「ポスター」が47.5％と最

も多く、「パンフレット」が23.9％となっています。また、啓発物を「見たことは

ない」は25.8％となっています。 

 

 

47.5 

23.9 

15.1 

1.5 

23.2 

8.8 

2.6 

1.5 

25.8 

9.6 

 0.0  20.0  40.0  60.0

ポスター

パンフレット

広報みなの

電光掲示板（テロップ）

のぼり・自殺予防標語の立て看板

インターネットページ

横断幕

その他

見たことはない

不明

（％）

（n = 457）
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④自殺対策の啓発物についての考え 

自殺対策に関するPR活動（啓発物や講演会等）についてどのように思うかについ

ては、全体では「どちらかといえば必要」が41.6％と最も多く、次いで「必要」が

32.6％、「どちらかといえば不要」が11.6％となっています。 

 

 

 

  

2.4 

11.6 

41.6 

32.6 

11.8 

 0.0  20.0  40.0  60.0

不要

どちらかといえば不要

どちらかといえば必要

必要

不明

（％）

（n = 457）
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３．ヒアリング調査結果からみる皆野町の状況 

（１）調査の趣旨 

皆野町で行われているこころの健康づくりの状況、悩みを抱えた人の相談や見守

りに実際にかかわる団体等が把握する現場の状況をうかがい、計画策定の資料とす

るため、ヒアリング調査を実施しました。 

 

 

（２）調査概要 

①調査対象：３つのテーマに沿って関係団体・機関を選定しました。 

<児童生徒のこころの健康づくり> 

養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー（６名） 

<自殺のリスク要因が発生しうる場の状況> 

町内で活動する団体（12団体） 

<職場でのメンタルヘルス対策の状況> 

町内の事業所（４ヵ所） 

②調査の方法：ヒアリングシートによる記入調査 

③調査期間：平成30年８月６日～８月24日 
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（３）調査結果 

ヒアリング調査では、皆野町で自殺対策やこころの健康づくりを推進するにあた

り、重要だと思う取り組みについて各団体から意見をお聞きしました。 

３つのテーマごとに取りまとめた結果は以下の通りです。 

 

①児童生徒のこころの健康づくりについて 

・小中高それぞれでいじめやこころの健康に関する定期的なアンケートを実施して

いる。 

・アンケート結果に表れない状況や家庭、部活動中等目が届きにくい場での状況の

把握に関して課題を感じている。 

・皆野町で行っている自殺対策やこころの健康づくりに関連する事業に関して、今

後、活動への町民の参加や理解・協力を得るために必要だと思うものは、活動の

コーディネート機能の充実、関係機関・団体の活動を町民に周知する機会を増や

す（広報誌への掲載等）等が挙げられた。 

 

②自殺のリスク要因が発生しうる場の状況について 

・ひとり暮らし高齢者はもちろん、高齢者夫婦世帯への見守りや声掛けも重要だと

考えられているが、現在はできていない。 

・生活困窮者に対しての支援が重要である。経済的な相談等、法的な専門機関を含

めた支援ネットワークが必要だ。 

・ひとり親世帯に対する支援が課題となっている。 

・家庭内の問題に関しては関与しづらい現状がある。 

・自殺未遂者とその家族については、専門でない団体・機関も、他の団体・機関と

連携し、医療機関や相談窓口等に適切につなぐことが重要だと感じている。 

・ゲートキーパー養成講座について、内容が充実しているという声が挙がっている。

一方、実際の活動に生かしていく工夫も今後必要とされている。 

・自殺対策にかかわる相談支援については、相談等各種支援の情報提供を行うこと

が今後重要だという意見が多かった。また、相談支援にかかわる関係機関の連

携・情報共有を求める声もあった。 

・ダブルケア、老老介護等、家庭内でのケア役割を担う人に対する支援が課題とな

っている。 

・今後、活動への町民の参加や理解・協力を得るために必要なことについては、関

係機関・団体の活動を町民に周知する機会を増やすことや、関係機関・団体と地

域の団体との交流・連携の機会を設けるといったことが多く挙げられた。 
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③職場でのメンタルヘルス対策の状況について 

・すべての事業所において、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施等、

メンタルヘルスに関して何らかの取り組みを行っており、現在重要課題だと捉え

ている企業においては、今後も取り組みを強化していく必要があると考えている。 

・メンタルヘルスの問題と、企業パフォーマンスへのマイナス影響（生産性の低下

や重大事故の発生等）について、「関係がある」と考えている事業所においては

メンタルヘルスケアの推進に関して前向きな姿勢が見られたが、「関係がない」

と考えている事業所ではメンタルヘルスケアの推進を今後も強化したいという

意向はなかった。 

 

④今後の取り組みについての事項 

・学校における対策については、子どもからの相談を受け止める体制の充実、児童

生徒に対するSOSの出し方に関する教育の推進、教職員に対する普及・啓発（SOS

を出した子どもの受け止め方に関する研修の実施等）が重要だという意見が多く

挙がった。 

・職場等における対策については、ほとんどの団体・機関で職場におけるメンタル

ヘルス対策の推進が重要だという意見が挙がった。 

・周知・啓発、支援等については、町民に対する、自殺予防に関する正しい知識の

周知・啓発、地域におけるこころの健康づくりの推進、インターネットやSNS等

の正しい利用方法の周知・啓発が重要だという意見が多く挙がった。 

・体制整備、人材確保・養成については、適切な精神保健医療が受けられる体制づ

くり、地域やコミュニティを通じた見守り・支え合いが重要だという意見が多く

挙がった。 
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４．皆野町の現状と課題 

皆野町の現状をふまえた課題は以下の通りです。 

 

（１）統計データからみる現状と課題 

自殺者数は増減を繰り返しており、特に30代の自殺率が高くなっています。また、

自殺者に占める60歳以上の無職者の割合も多くなっています。 

また、自殺死亡率は埼玉県や国と比較して高い値となっており、地域自殺実態プ

ロファイルの「地域の自殺特性の評価」によると、皆野町の自殺率（10万対）は、

全国市町村中上位10～20％以内となっています。 

一方で、自殺者数１人の増減によってこの順位は変わるため、１人の自殺者が減

少することで数値の状況は改善していくと考えられます。引き続き自殺対策の取り

組みを強化し、１人でも多くの人を自殺から救う体制を整えることが重要です。 

 

（２）アンケート調査結果からみる現状と課題 

30～50代で睡眠による休養が十分に取れていない割合が高くなっています。 

特に、若年層の男性では相談機関・相談先の認知度が低い傾向にあるほか、悩み

ごとを「誰にも相談しない・できない」と感じる割合も高くなっています。また、

ストレス要因としては、健康問題、家庭の問題、経済問題の順に多くなっています。 

さらに、全ての世代において秩父地域自殺予防フォーラムやゲートキーパー研修

会といった啓発活動の認知度が低いため、町民に対する啓発活動を強化することが

重要です。 

一方で、自殺対策の啓発について「どちらかといえば必要」、「必要」と答えた割

合は高いことから、自殺対策の取り組みの周知も加えて行っていくことが必要です。 

 

（３）ヒアリング調査結果からみる現状と課題 

職場等における対策については、ほとんどの団体・機関で職場におけるメンタル

ヘルス対策の推進が重要だという意見が挙がりましたが、その効果を感じていない

事業所ではメンタルヘルス対策を推進したいという意向は見られなかったことか

ら、職場におけるメンタルヘルス対策の重要性を周知していくことが重要です。 

また、地域やコミュニティを通じた見守りの強化、専門機関を含めた支援ネット

ワークや、適切な精神保健医療が受けられる体制づくりが必要だという意見が多く

挙がりました。これらの支援を充実させ、町民に周知していく必要があります。 

さらに、皆野町で行われている支援については、地域における関係機関との連携

や各種支援の情報提供を求める声が多かったことから、個別のケアマネジメントや

情報提供を通して地域のつながりを強化していくことが重要です。  
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（４）皆野町の重点課題 

人口に対する自殺率が高く、自殺に追い込まれる人を１人でも多く救うために、

町として自殺ゼロに向けた取り組みを着実に実行することが求められます。 

特に、自殺の現状から、若年層と高齢者に向けた自殺対策に取り組むことが課題

となっており、この世代に向けて休養の重要性の意識付けや、相談機関等の周知を

図っていくことが必要です。 

アンケート調査とヒアリング調査の結果から、関係団体や町民等、町内の自殺対

策にかかわる主体に対し、ゲートキーパー及び自殺予防の取り組みに対する正しい

知識・理解を広げていくことや、情報提供や啓発活動を通して地域のつながりを強

めていくことも重要です。 

自殺に至る原因は様々であり、自殺リスクが深刻化する前に発見することが重要

です。また、複数の課題を抱えている人については、その複合的な課題に対して包

括的な支援体制を整備していくことも求められています。 
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第３章 自殺対策に関する基本的な考え方 

１．自殺対策の基本的認識 

自殺対策の推進に当たっては、皆野町の自殺の現状と課題をふまえ、次に掲げる

基本認識に基づいて取り組むことが重要です。 

 

（１）自殺は誰にも起こりうる身近な問題である 

多くの人は、自分は自殺と関係がないと考えがちですが、実際は自分や家族、友

人等周りの人が当事者になる可能性があります。自殺対策を進める上で、町民一人

ひとりが、自殺は誰にも起こりうる身近な問題であることを認識する必要がありま

す。 

 

（２）自殺はその多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、病気の悩み等の健康問題のほか、倒産、失業、多重債務等の経済・生活

問題、介護・看病疲れ等の家庭問題等、様々な要因が複雑に関係しています。自殺

は個人の自由な意志や選択の結果ではなく、その多くが様々な悩みにより心理的に

「追い込まれた末の死」であるということを認識する必要があります。 

 

（３）自殺はその多くが防ぐことができる社会的な問題である 

世界保健機関（WHO）が「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題で

ある」と明言しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる死であると

いうことが、世界の共通認識となっています。心理的な悩みを引き起こす様々な要

因に対する社会の適切な介入により、また、自殺に至る前のうつ病等の精神疾患に

対する適切な治療により、多くの自殺は防ぐことができるということを、認識する

必要があります。 

 

（４）自殺を考えている人は何らかのサイン（予兆）を発していることが多い 

死にたいと考えている人は、心の中では「生きたい」という気持ちとの間で激し

く揺れ動いており、不眠、原因不明の体調不良、自殺をほのめかす言動等、自殺の

危険を示すサイン（予兆）を発している場合が多いとされています。自殺を図った

人の家族や職場の同僚等身近な人でも、自殺のサインに気づき難い場合もあります

ので、身近な人以外の人が自殺のサインに気づき自殺予防につなげていくことも必

要です。 

 

  



30 

 

■参考：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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２．計画の基本理念 

皆野町では、総合振興計画における「楽しく子育てと元気で長生きができるまち」

という主要目標において、「健やかに暮らせるまちづくり」としてこころの健康対

策を推進しています。 

町として「生きることの包括的な支援」を進めていくため、基本理念を以下のよ

うに定めます。 

 

誰も自殺に追い込まれることのない 

こころ健やかに生きられるまち、みなの 
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～自殺対策総合政策大綱における、自殺対策の基本理念～ 

 

１．生きることの包括的な支援として推進する 

自殺リスクは、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より「生き

ることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに高くなると言われて

います。「生きることの阻害要因」を減らすことに加えて、「生きることの促進要

因」を増やす取り組みを行い、生きることの包括的な支援として推進する必要が

あります。 

 

２．関連分野の有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

自殺は様々な要因が複雑に関係して起こるものであり、自殺を防ぐためには精

神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む取り組みが重要です。そ

うした様々な分野の生きる支援にあたる人々が自殺対策の一翼を担っていると

いう認識を共有し、総合的な自殺対策を展開していくことが求められます。 

 

３．対応の段階に応じたレベルごとの対策を効果的に連動させる 

自殺対策にかかわる個別の施策は、「対人支援のレベル」「地域連携のレベル」

「社会制度のレベル」の３つに分けて総合的に推進するものとされています。 

 

４．実践と啓発を両輪として推進する 

わが国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強いことから、相談や適切な

医療機関の受診に抵抗感を持つ場合も多く、問題が深刻化しがちだと言われてい

ます。すべての国民が、自殺を考えている人のサインに気づき、適切な機関につ

なぐこと、そして見守っていくことができるよう、広報活動、教育活動に取り組

んでいくことが必要です。 

 

５．関連機関の役割を明確化し、その連携・共同を推進する 

自殺対策を総合的に推進していくためには、国、地方公共団体、関係団体、民

間団体、企業及び国民がそれぞれの役割を明確化・共有化した上で相互の連携・

協働を進めていくことが重要です。 
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３．計画の基本方針 

基本理念の実現を目指し、自殺対策の基本的認識や国の自殺対策総合政策大綱に

基づき、皆野町の自殺対策を以下の基本方針に沿って推進します。 

 

（１）ライフステージに応じたこころの健康づくりを推進する 

自殺や、自殺につながるこころの病気は、身体の不調と同様、治療が必要であり、

予防することができるという認識を町民に広げていくことが重要です。 

現在自殺率が高くなっている世代はもちろん、全ての世代でこころの健康づくり

への意識を高め、ライフステージに応じたこころの健康づくりを推進します。 

 

 

（２）自殺を防ぐ「地域の力」の強化に取り組む 

より効果的な自殺予防対策を推進するために、各関係機関の連携や、地域コミュ

ニティを通じた居場所づくり等を通して、「地域の力」を強化します。 

また、ゲートキーパー等、地域において支援が必要な人を支える人材の育成に取

り組みます。 

 

 

（３）自殺リスクの低減に向けて支援を充実させる 

町における自殺対策の取り組みを充実させることで自殺リスクを減らします。 

また、町民への啓発活動を行うとともに、相談支援、自殺のリスク要因となりや

すい生活上の課題に対する支援を充実させることで自殺リスクの低減に努めます。 
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４．数値目標 

国では、自殺対策総合政策大綱において平成38年（2026年）までに厚生労働省

「人口動態統計」に基づく自殺死亡率を平成27年の18.5と比べて30％以上減少さ

せる（13.0以下にする）ことを目標としています。 

埼玉県では平成32年（2020年）までに自殺死亡率を平成27年比13.3％減となる

15.6を目指しています。 

皆野町においては、人口規模と自殺者数から、数値を設定して目標値とするので

はなく、平成35年（2023年）までに自殺者数をゼロ（自殺死亡率０）にすること

を目標とします。 
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５．施策の体系 

皆野町の自殺対策は、基本方針に基づいて構成します。 
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第４章 自殺対策推進に向けた取り組み 

１．ライフステージに応じたこころの健康づくりの推進 

自殺に至るまでの要因は様々ですが、その多くが様々な悩みにより心理的に「追

い込まれた末の死」です。まずは町民一人ひとりが心理的な状況や悩みから引き起

こされるこころの健康状態に関心を持つ必要があります。そのため、こころの健康

づくりやこころの病気に対する正しい知識を身につけるための取り組みを推進し

ます。 

「児童生徒のSOSの出し方に関する教育」は、命の大切さを実感できる教育に加

え、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処法を、児童

生徒の段階でライフスキルとして身につけてもらう重要な取り組みであり、すべて

の自治体において早急に取り組むべきとされています。 

また、働き盛り世代の休養の取り方、高齢者世代の生きがいづくりの支援等、こ

ころの健康づくりの支援が必要です。年代によって対策のアプローチ方法が異なる

ため、それぞれの世代に応じた事業に取り組みます。 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

平成 30 年（2018 年） 

目標値 

平成 35 年（2023 年） 

児童生徒の SOS の出し

方に関する教育 

０回 

（平成 29 年度） 

全ての学校において、１年

に１回以上SOSの出し方に

関する授業を実施する。 

青年期・壮年期・中年期

（30～50 代）の、睡眠

による休養の度合い（住

民意識調査） 

睡眠によって休養が「あま

りとれていない」「まったく

とれていない」と回答した

人の割合 

38.4％ 

睡眠によって休養が「あま

りとれていない」「まったく

とれていない」と回答した

人の割合 

20％以下 
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【町の取り組み】 

①妊娠から乳幼児期に向けた取り組み 

妊娠・出産によって、心身の不調が起こることがあります。妊娠・出産から子育

てにかかる不安や悩みを解消するための支援を行います。 

事業 取り組み内容 担当課 

新生児訪問 全出生児を対象に保健師が家庭訪問を実施し、赤ち

ゃんの発育・発達状況の確認、育児相談、お母さん

の体調や精神面の相談等を行います。 

EPDS（エジンバラ産後うつ病質問票）の実施によ

り、産後うつやリスクを評価し、育児への不安軽減

が図れるよう支援します。 

健康福祉課 

母子健康手帳交

付 

保健師が母子健康手帳を交付する際にアンケート

を実施します。身体的、精神的、家庭に関する問題

等の有無を確認し、必要に応じ地区担当保健師が支

援します。 

健康福祉課 

乳幼児健診 乳幼児健診を受診する親子に対して、健診問診票を

用いて、子どもの発育状況及び親の養育状況・生活

状況についてアセスメントを行います。特に育児不

安や悩みのある保護者については、医師・歯科医

師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士・理学療法士・

言語聴覚士・臨床心理士等の専門職が個別に相談に

対応します。 

健康福祉課 
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②学童・思春期（児童生徒）に向けた取り組み 

あいさつ、食習慣、睡眠のとり方等規則正しい生活習慣の形成に取り組みます。 

また、命の大切さ、社会において直面する様々な困難への対処方法、及びこころ

の健康との向き合い方等に関する教育を推進し、孤立を防ぐための居場所づくりを

推進します。 

事業 取り組み内容 担当課 

体験・交流活動の

促進 

小・中学生に様々な体験活動を経験してもらう「埼

玉の子ども 70 万人体験活動」にかかわる各校の取

り組みを支援し、子どもたちが心身ともに健やかに

成長することができるような環境づくりに努めま

す。 

教育委員会 

いじめ・不登校へ

の取り組みの強

化 

いじめ防止対策基本方針を設定し、児童生徒が安心

して学校生活を送れる環境づくりを推進します。 

さわやか相談員、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーが教職員と連携し各校での相

談活動を推進します。 

教育委員会 

教育相談 学校において、さわやか相談員、養護教諭、スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを中

心とした教育相談を行います。 

教育委員会 

 

相談体制の充実 一人ひとりの児童生徒及び保護者の困りごとに対

し、適切な相談窓口や機関を紹介します。 

教育委員会 

命を大切にする

教育の推進 

道徳、保健体育、総合的な学習の時間等教育活動全

体で命を大切にする教育を推進します。また、SOS

の出し方に関する教育にも取り組みます。 

教育委員会 

あいさつ運動の

推進 

幼稚園、各小・中学校において、あいさつ運動を実

施しています。 

教育委員会 

 

■あいさつ運動の様子 

  



39 

 

③青年期・壮年期・中年期に向けた取り組み 

働き方や休養のとり方について啓発を行い、こころの健康についての関心を高め

ます。 

事業 取り組み内容 担当課 

働き方の見直し

促進 

すべての人が仕事と生活のバランスが取れる働き

方を選択することができるよう、広報紙への情報掲

載やパンフレット配布による啓発を行います。 

また、企業に対しても商工会と連携しながら啓発を

行います。 

総務課 

住民健診 住民健診問診票からスクリーニングした精神的不

調やアルコール依存症（予備群含む）等の自殺ハイ

リスク者について、健診結果説明会で面談または訪

問するなど、必要な支援を行います。また、結果説

明会では、こころの健康に関するパンフレットも配

布し普及啓発を行います。 

健康福祉課 
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④高齢期に向けた取り組み 

介護状態や認知症を予防する取り組みや居場所づくりを通して、心身の健康づく

りを支援します。 

事業 取り組み内容 担当課 

高齢者学級 高齢者に対し、学習や創作活動の機会を提供しま

す。 

教育委員会 

ご近所介護予防

体操教室 

介護予防サポーターが中心となり、各地区の近所同

士で介護予防体操を実施します。 

（ご近所介護予防体操教室に対して、介護予防・生

活支援サービス等補助金交付事業として、立上げ費

用、運営費用の補助を行います。） 

健康福祉課 

ふれあい広場 

（高齢者閉じこ

もり予防） 

認知症予防や閉じこもり予防を目的に、高齢者がお

茶を飲みながら楽しくおしゃべりをする場を提供

します。 

送迎を行い、交通機関の不便な地区の方も参加しや

すいよう工夫するとともに、男性の参加を促進する

ため、プログラムの充実や声かけを行います。 

健康福祉課 

らくらく健康塾 運動機能の維持・向上を目的に介護予防教室を開催

します。 

健康福祉課 

水中ウォーキン

グ教室 

体力維持のための水中ウォーキング教室を開催し

ます。 

健康福祉課 
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⑤世代を問わない取り組み 

町民のこころの健康づくりに関して様々な世代に共通する取り組みを行います。 

事業 取り組み内容 担当課 

こころの健康に

関する出前講座

の実施 

依頼のあった団体を対象に、うつ病やこころの健康

についての普及啓発を行います。 

健康福祉課 

健康相談 地区担当の保健師が、心身の相談に随時対応しま

す。 

健康福祉課 

いきいきサポー

ター活動 

担当地区毎に、健康の保持増進のために活動しま

す。心身の健康づくりに関する知識を伝達するとと

もに、地域の特性に応じた健康づくりを実践しま

す。 

健康福祉課 

海の家補助事業 町民の健康保持と余暇の有効活用をめざし、町が契

約している保養所（海の家）を利用する方を対象に

１人２泊を限度に宿泊費の一部を助成します。 

健康福祉課 

ふれあいプー

ル・ホットを活用

した取り組みの

充実 

様々な世代の町民の健康増進に加えて、コミュニケ

ーションの場として、ふれあいプール・ホットを活

用します。 

教育委員会 

 

【地域の取り組み】 

居場所づくりを通じて、心身の健康づくりを支援します。 

事業 取り組み内容 担当 

高齢者健康づく

り支援事業 

健康維持とコミュニケーションを目的に長生クラ

ブ連合会が主催するグラウンドゴルフ大会、「住ん

でいる地域の自然文化を訪ねる事業」を実施しま

す。 

社会福祉協

議会 

ほんわか交流会 見守りボランティアや皆野町赤十字奉仕団の協力

により、親睦を深めたり外出のきっかけをつくるこ

とを目的に、会食と公演の鑑賞を行います。 

社会福祉協

議会 
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２．自殺を防ぐ「地域の力」の強化に取り組む 

より効果的な自殺予防対策を推進するためには、各関係機関の連携や、町民に対

する正しい意識の形成、生きることの促進要因への支援等を通して、自殺を防ぐ地

域の力の強化が重要となります。 

また、自殺対策を推進していく上では、様々な悩みや生活上の困難を抱える人に

対しての早期の「気づき」が重要であり、「気づき」のための人材育成の方策を充

実させる必要があります。皆野町では、ゲートキーパー等、地域において支援が必

要な人を支える身近な人材の育成に取り組みます。そして、自殺のリスクを早期に

発見し、適切な支援につなげられる環境づくりに努めます。 

さらに、居場所づくり、自殺未遂者への支援、遺された人への支援に関する対策

を推進することで、生きることの促進要因への支援を行います。また、秩父地域全

体で自殺予防のための情報提供や普及啓発に取り組みます。 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

平成 30 年（2018 年） 

目標値 

平成 35 年（2023 年） 

ゲートキーパー研修会の

参加人数 

参加延べ数（人） 

69人 

参加延べ数（人） 

80 人 

ゲートキーパー研修会と

秩父地域自殺予防フォー

ラムの認知度 

（住民意識調査） 

ゲートキーパー研修会と秩

父地域自殺予防フォーラム

について「どちらも知って

いる」と回答した人の割合 

3.7％ 

ゲートキーパー研修会と秩

父地域自殺予防フォーラム

について「どちらも知って

いる」と回答した人の割合 

20％ 
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【町の取り組み】 

①地域でのつながり・ネットワークづくり 

町民同士での見守り活動や、関係機関の連携を強化することで、助け合いができ

る地域づくりを行います。 

事業 取り組み内容 担当課 

虐待防止ネット

ワークによる見

守り 

子どもへの虐待を未然に防止するため、子育て支

援・見守りを強化します。 

また、要保護児童対策地域協議会を開催し、必要な

情報交換を行うとともに、要保護児童に対する支援

等について、協議や調整を行います。 

健康福祉課 

精神保健福祉士

等による相談・支

援体制の整備 

精神保健福祉士や保健師が面接・訪問・電話による

相談・支援を随時行うとともに、保健所や医療機関、

地域関係者との連携を図ります。 

健康福祉課 

精神障がい者家

族会等への支援

の充実 

家族会やボランティア団体等の諸活動に対して、家

族への相談支援、家族会への補助金交付等を行い、

支援の充実に努めます。 

健康福祉課 

み～なネットワ

ーク 

民生委員・行政区長・社会福祉協議会・シルバー人

材センター・警察署・消防署・民間企業等に協力依

頼し、地域ぐるみで見守り支援できるように地域の

人のつながり（ネットワーク）をつくります。 

健康福祉課 

民生児童委員・主

任児童委員活動 

地域福祉の主要な担い手として、町民の身近な相談

相手として活動します。 

健康福祉課 

民生児童委

員協議会 

秩父地域自殺予

防対策連絡会 

秩父地域（秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿

野町）の定住自立圏事業として、自殺予防対策連絡

会を開催し、自殺に関する検討や研修を実施するこ

とにより、秩父地域全体で自殺対策に取り組みま

す。 

健康福祉課 
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②自殺対策を支える人材の育成 

地域において、悩みや困難を抱える方に対して、早期に「気づき」、支援につなげ

るなど、適切な対応ができる人材を育成します。 

事業 取り組み内容 担当課 

認知症サポータ

ー養成事業 

認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を

行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域

や職域において認知症の人と家族を支える認知症

サポーターの養成を促進します。 

健康福祉課 

介護予防サポー

ター養成事業 

各地区の近所同士で集まって介護予防体操を町民

主体で実施するため、体操の企画・運営を中心とな

り活動する「介護予防サポーター」を養成します。 

健康福祉課 

ゲートキーパー

研修会 

家族、友人、学校、職場、地域等で身近な人の自殺

のサインに“気づき”、“傾聴”し、適切な相談機関

に“つなぎ”、“見守る”ことができる人材（ゲート

キーパー）を養成します。 

健康福祉課 

町職員によるハ

イリスク者の早

期発見体制の整

備 

生活困窮者等リスクを有する人を早期に発見し、自

立相談支援センター等につなげる体制を整備しま

す。 

健康福祉課 

 

 

■ゲートキーパー研修会の様子  
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③生きることの促進要因への支援 

同じ境遇にある方同士で集まり、交流できる場づくりに努めます。 

事業 取り組み内容 担当課 

放課後の子ども

の居場所づくり

の充実 

小学校２、３年生を対象にした放課後子ども教室を

運営し、放課後の子どもの居場所づくりを支援しま

す。 

教育委員会 

子育て支援セン

ター 

乳幼児とその保護者を対象に、子育て支援センター

で、親子で楽しく遊ぶ環境を提供するとともに、仲

間づくりを支援します。 

健康福祉課 

ご近所介護予防

体操教室 

介護予防サポーターが中心となり、各地区の近所同

士で介護予防体操を実施します。 

（ご近所介護予防体操教室に対して、介護予防・生

活支援サービス等補助金交付事業として、立上げ費

用、運営費用の補助を行います。） 

健康福祉課 

ふれあい広場 

（高齢者閉じこ

もり予防） 

認知症予防や閉じこもり予防を目的に、高齢者がお

茶を飲みながら楽しくおしゃべりをする場を提供

します。 

送迎を行い、交通機関の不便な地区の方も参加しや

すいよう工夫するとともに、男性の参加を促進する

ため、プログラムの充実や声かけを行います。 

健康福祉課 
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【地域の取り組み】 

地域のネットワークや居場所づくりという側面から、生きることの促進要因への

支援を行います。また、身近にいる困りごとを抱えた方をサポートする体制をつく

ることで、自殺リスクの軽減を図ります。町民同士が自然とあいさつを交わす、つ

ながりの強い地域をつくります。日常的な活動の中で支援が必要な方を発見した際

には、適切な機関につなげます。 

事業 取り組み内容 担当 

ひとり暮らし高

齢者近隣見守り

活動 

一般ボランティアの協力により、在宅で見守りを必

要とするひとり暮らしの方へ乳酸菌飲料を持参す

るとともに見守り活動を推進します。 

社会福祉協

議会 

ひとり暮らし高

齢者給食サービ

ス 

皆野町赤十字奉仕団の協力により、家庭的な食生活

を楽しんでもらうことと、安否確認を目的に、給食

サービスを行います。 

社会福祉協

議会 

ひとり暮らし高

齢者防火指導訪

問 

消防署の協力により、担当地区民生委員及び町・社

会福祉協議会職員が同行し、対象者の火気扱い場所

の点検を実施します。 

社会福祉協

議会 

住みよい地域づ

くり助成事業 

在宅高齢者、障がい児（者）、児童、子育て問題に

対する福祉活動等、自らの地域をより住みやすくし

ていこうとする活動をする自治会、団体に助成を行

います。 

社会福祉協

議会 

福祉団体育成事

業 

長生クラブ連合会・身体障害者福祉会・遺族会・赤

十字奉仕団の事務局を担い、各団体の活動を支援し

ます。 

社会福祉協

議会 
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３．自殺リスクの低減に向けた支援を充実させる 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥

った人の心情や背景が理解されにくい現実があります。 

自殺という危機に陥ってしまう心情や背景の理解を深めることによって、自殺に

対する誤った認識や偏見を払拭することが重要です。さらに、命や暮らしの危機に

陥った場合には誰かに援助を求めることが適当である、という理解を促進するため

に、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開することも必要とされています。 

そのため、町民への啓発を行っていくとともに、相談支援や一般的に自殺リスク

が高くなりやすいとされている、生活困窮・障がい等の状況にある方への支援を充

実させることで自殺リスクの低減に努めます。 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

平成 30 年（2018 年） 

目標値 

平成 35 年（2023 年） 

相談窓口の認知度 

（住民意識調査） 

 

相談機関・相談先について、

「どれも知らない」と回答

した人の割合 

16.8％ 

相談機関・相談先について、

「どれも知らない」と回答

した人の割合 

10％以下 
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【町の取り組み】 

①町民への啓発 

町民同士での支え合いを促進するため、自殺に至る心情や背景の理解を深める啓

発活動に努めます。 

事業 取り組み内容 担当課 

精神保健に関す

る知識の普及・啓

発 

精神障がい者に対する誤解や偏見を是正し、町民の

関心と理解を深めるため、講演会や広報誌等で正し

い知識の普及を図ります。 

また、毎年テーマを決めて自殺予防ゲートキーパー

研修会を実施します。 

健康福祉課 

秩父地域自殺予

防フォーラムの

開催 

秩父地域自殺対策連絡会において、定住自立圏事業

として講演会や研修会を実施します。 

健康福祉課 

みんなの皆野ふ

れあいまつり 

毎年 10 月に開催されるみんなの皆野ふれあいまつ

りで、リーフレット配布等、普及啓発を行います。 

健康福祉課 

  

■秩父地域自殺予防フォーラムの様子  
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②相談支援事業 

それぞれの相談機関が相談者の問題解決に努めるとともに、解決が難しい場合は

適切な機関につなげます。 

事業 取り組み内容 担当課 

総合相談支援業

務（包括的支援事

業） 

高齢者に関する総合的な相談を受け付け、どのよう

な支援が必要か判断し、地域における適切な機関や

制度につなぐなどの支援を行います。 

健康福祉課 

精神保健福祉士

等による相談 

精神保健福祉士や保健師が面接・訪問・電話による

相談・支援を随時行うとともに、保健所や医療機関、

地域関係者との連携を図ります。 

健康福祉課 

健康相談 いきいきサポーターや地区別の健康相談を通じて、

栄養に関する相談や、こころの健康相談を実施しま

す。 

健康福祉課 

訪問指導 老人精神保健・社会復帰・アルコール・薬物・思春

期精神保健・ひきこもり・こころの健康づくり等の

精神保健福祉相談に、保健師が家庭訪問で対応しま

す。 

健康福祉課 

発達相談 お子さんの発達に関することや子育てにおける不

安・心配ごとについて、専門職（理学療法士、言語

聴覚士、臨床心理士）による個別相談を実施します。 

健康福祉課 

人権相談 いじめ・いやがらせ・体罰等の人権問題で困ってい

る方の相談に応じます。 

総務課 

行政相談 町の仕事やその手続き・サービス等について、わか

らないことや困りごとの相談に応じます。 

総務課 

登記相談 相続、遺言、不動産登記、多重債務、成年後見に関

すること等の相談に応じます。 

総務課 

法律相談 金銭、親族間、賠償問題等法律問題で悩んでいる方

の相談に応じます。 

総務課 

相談窓口の周知 広報やホームページ、各種事業を通じて、町民や企

業に対して相談窓口の周知を図ります。また、自殺

予防週間（９月）・自殺対策月間（３月）には、重

点的に普及啓発に取り組みます。 

健康福祉課 
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③自殺リスク低減に向けた支援 

一般的に自殺リスクが高くなりやすいとされている方に対する支援の充実を図り、

自殺リスクの低下に努めます。 

事業 取り組み内容 担当課 

在宅介護者のつ

どい事業 

家庭で寝たきりや認知症高齢者の介護にあたって

いる方を対象に、介護者同士がその悩みや体験談を

話し合い交流を深め、心身のリフレッシュを図りま

す。 

健康福祉課 

虐待防止ネット

ワークによる見

守り 

子どもへの虐待を未然に防止するため、子育て支

援・見守りを強化します。 

また、要保護児童対策地域協議会を開催し、必要な

情報交換を行うとともに、要保護児童に対する支援

等について、協議や調整を行います。 

健康福祉課 

障がい児等保育

の充実 

障がい児保育を実施する園へ補助金を交付します。

また、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士等が巡回し、保育士等に対して発達障害が疑

われる子どもの対応について助言や支援を行い、必

要に応じて親への育児相談・支援を行い、療育につ

なげます。 

健康福祉課 

経済的援助の充

実 

幼稚園・保育園における保護者負担金を国基準より

安価に設定し、子育て世帯の経済的負担を軽減しま

す。小・中学校においては、低所得世帯や特別な支

援が必要な児童生徒に対し、学用品費・給食費等の

一部を援助します。 

健康福祉課 

教育委員会 

精神障害者社会

復帰支援事業（太

陽のひろば） 

精神障がい者の自立と社会参加の促進を支援する

ため、グループ活動（参加者主体で考えたプログラ

ム）を実施したり、参加者個々の相談に随時対応し

ます。 

健康福祉課 

精神障がい者家

族会等への支援

の充実 

家族会やボランティア団体等の諸活動に対して、家

族への相談支援、家族会への補助金交付等を行い、

支援の充実に努めます。 

健康福祉課 
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事業 取り組み内容 担当課 

自立支援医療費

（精神通院医療）

支給制度の周知 

精神障がい者の適正な医療を普及し、早期発見・早

期治療及び再発防止等の効果を高めるため、自立支

援医療費（精神通院医療）支給制度の周知を図り、

利用の促進に努めます。 

健康福祉課 

訪問指導 健康問題は自殺の原因になり得るため、保健師が家

庭を訪問し、身体やこころの相談に対応します。 

健康福祉課 

自殺を防ぐ環境

の整備 

自殺の起こりやすい場所へ看板を設置するなど、自

殺の起こりにくい環境を整備します。 

健康福祉課 

自死遺族の支援 秩父保健所が開催している“自死遺族の語らいのつ

どい”等の情報を周知し、参加を促します。 

健康福祉課 

自殺未遂者への

支援 

自殺未遂者の自殺再企図を防止するため、医療機関

等と連携しながら支援を行います。 

健康福祉課 

 

■自殺を防ぐ環境の整備 

～秩父地域「いのちの大切さ」に関する標語入選作品を掲載した看板～ 
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【地域の取り組み】 

困難を抱えている方に対し、福祉サービスの提供や相談支援等を行い、地域の自

殺リスクの軽減に努めます。 

事業 取り組み内容 担当 

心配ごと相談 日常の困りごと、遺言、相続、離婚、成年後見等、

日常生活で起こった様々な問題の相談に応じます。 

社会福祉協

議会 

心身障がい者福

祉相談 

障がいのある方やその家族等に対して、生活や健

康、福祉サービス等の相談に応じ、必要な情報提供

や助言を行ったり、事業所や関係機関と連携をとる

ことで相談者の生活の質の向上を図るための支援

をします。 

社会福祉協

議会 

行路者旅費支給 現に収入欠如している方、または収入の途が無い方

に対し、その応急的需要を満たすことを目的とし、

旅費を支給します。 

社会福祉協

議会 

福祉資金貸付事

業（町社会福祉

協議会） 

低所得者世帯の応急的需要を満たし、生活の安定と

自立の助長を図るため、民生委員が貸し付けの対象

とすることを適当と認めた世帯に貸し付けを行い

ます。 

社会福祉協

議会 

生活福祉資金貸

付事業（県社会

福祉協議会） 

低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対

し、その世帯の安定した生活と経済的自立を図るこ

とを目的として、資金の貸し付けと必要な相談支援

を行います。 

社会福祉協

議会 

訪問介護・介護

予防訪問介護事

業 

介護認定で要支援、要介護状態となった方が可能な

限りその居宅において自立した日常生活を営むこ

とができるよう、入浴、排泄、食事、その他の生活

全般にわたる支援・援助を行います。 

社会福祉協

議会 

歳末たすけあい

募金及び慰問金

の配布 

新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たち

が地域で安心して暮らすことができるよう、町民の

参加や理解を得て、民生委員の協力のもと、慰問金

を配布します。 

社会福祉協

議会 

介護者のつどい

事業 

家庭で寝たきりや認知症高齢者の介護にあたって

いる方を対象に、介護者同士がその悩みや体験談を

話し合い交流を深め、心身のリフレッシュを図りま

す。 

社会福祉協

議会 
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事業 取り組み内容 担当 

安心サポートネ

ット 

物忘れのある高齢者や知的障がい、精神障がいのあ

る方等が、安心して生活が送れるよう、定期的に訪

問し、福祉サービスの利用や暮らしに必要なお金の

出し入れのお手伝いを行います。 

社会福祉協

議会 

生活困窮者自立

支援事業 

暮らしや仕事等生活面で困っている人に対し、生活

困窮者自立支援法に基づき、個別支援を提供しま

す。生活困窮者の課題をアセスメントし、ニーズに

応じて関係機関と連絡調整します。 

アスポート

相談支援セ

ンター埼玉

北部・秩父

出張所 
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第５章 計画の推進体制 

１．推進体制 

計画の基本理念である「誰も自殺に追い込まれることのない こころ健やかに生

きられるまち、みなの」を実現するためには、行政をはじめ、関係団体、企業、そ

して町民等が連携して総合的に自殺対策を推進することが重要です。 

そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の

連携・協働の仕組みを構築することが必要です。 

自殺対策の推進のために、それぞれの主体が果たす役割を以下に示します。 

 

（１）町民の役割 

町民は、自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識し、「誰も自殺に

追い込まれることのない社会の実現」のため、主体的に自殺対策に取り組むことが

重要です。 

自殺の状況や、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に対する理

解と関心を深めるとともに、自殺という危機に至る状況や危機に至った際の対応に

ついて正しい知識を身につけることに努めます。また、こころの健康づくりに関心

を持つことで、自らのこころの不調や周りの人のこころの不調に気づき、適切に対

処することができるようにします。 

 

（２）関係団体・機関の役割 

関係団体・機関は、直接自殺防止を目的とする活動のみならず、保健、医療、福

祉、教育、労働、法律その他の関連する分野での活動も自殺対策に寄与しうるとい

うことを理解し、積極的に自殺対策に参画することが必要です。 

町内には、自殺対策に寄与しうる様々な関係機関・団体があります。活動内容の

自殺対策への関連の度合いは様々ですが、自殺対策に直結しない事業であっても、

それぞれの機関が地域の中で積極的に活動することでつながりや居場所づくりに

つながっていきます。 

そのため、専門知識を活かした自殺対策やこころの健康づくりの普及啓発に努め

るほか、団体間での連携を強めます。 
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（３）教育機関の役割 

教育機関は、児童生徒の時期から命や暮らしの危機に直面したときの問題の整理

や対処方法を、ライフスキルとして身につけてもらうための重要な役割を担います。 

また、こころの健康との向き合い方に関する教育と併せて、孤立を防ぐための居

場所づくり等を推進していく事が重要です。 

町内の教育機関において既に取り組まれているいじめ防止の取り組みに加え、

SOSの出し方教育という視点からも取り組みを行っていくことが効果的です。 

 

（４）企業の役割 

企業は、従業員のこころの健康の状況と、企業のパフォーマンスの関連について

認識し、積極的に自殺対策に参画することが必要です。 

既にメンタルヘルスケアの取り組みが行われている事業所ではこれまで以上に

従業員の心身の健康管理を推進し、あまり積極的に取り組みをしてこなかった事業

所においても、これらの取り組みに対する関心を持ち、継続・発展させます。 

 

（５）行政の役割 

行政は、地域の状況を的確に把握し、本計画の着実な推進に努めます。 

また、町民一人ひとりが主体的にこころの健康づくりに取り組める環境づくりや、

地域内の各主体の連携・協働に努めながら、地域づくりとして自殺対策を総合的に

推進します。 
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２．計画の進捗管理 

本計画を着実に推進するためには、計画の達成状況を客観的に評価し、必要に応

じて見直しを行うことができる進捗管理体制を確立することが必要です。 

本計画においては、計画の進捗を評価するために自殺対策の数値目標と事業の評

価指標という２種類の指標を設定しています。自殺対策の数値目標は、計画全体の

目標として掲げるものです。一方で、市町村においては自殺対策にかかわる個々の

事業の実施がただちに自殺の減少という「結果」に現れるとは限らないため、それ

ぞれの事業が自殺を減少させるための手段として適正であったかどうか、自殺対策

の「プロセス」を評価するために自殺対策の取り組みに対する評価指標を設定して

います。 

進捗状況の把握に際しては、自殺対策の数値目標の検証に加え、基本方針ごとに

設定した評価指標により取り組み状況を評価し、その後取り組むべき課題について

明らかにします。取り組まれてきた事業についても状況を把握し、事業の見直しを

行います。 

本計画を自殺対策推進の効果的なツールとしていくために、PDCAサイクルに基

づいて、継続的に自殺対策計画を推進していきます。 

 

■PDCAサイクルの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画（Plan） 

これをやってみよう 

本計画の策定 

評価（Check） 

そしてどうなった 

推進状況の整理 

見直し（Action） 

こう変えてみよう 

評価指標の再設定、事業の見直しを行い、 

施策に反映 

実行（Do） 

これをやった 

町民、関係機関、行政等、地域全体で 

の取り組み 
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資料編 

１．計画の策定経過 

 

年月日 実施項目 内容 

平成 30 年 

８月１日～13 日 

皆野町「健康づくりに関する

アンケート調査」 

皆野町に居住している 18 歳以

上の住民 1,000 人を対象に実施 

８月６日～24 日 関係団体ヒアリング調査 皆野町で活動する、自殺対策に

関係しうる団体、企業、教育関

係者を対象に、調査票の配布・

回収により、活動の状況や活動

を通して感じる町の現状等を調

査 

10 月３日 第１回皆野町自殺対策計画

策定委員会 

アンケート調査結果報告 

計画骨子案の検討 

11 月 26 日 第２回皆野町自殺対策計画

策定委員会 

計画素案の検討 

平成 31 年 

１月７日～２月６

日 

パブリックコメント 計画素案についてパブリックコ

メントの実施 

２月 20 日 第３回皆野町自殺対策計画

策定委員会 

計画案について 
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２．皆野町自殺対策計画策定委員会設置要綱 

 

(設置) 

第１条 自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第 13 条第２項の規定に基づく自

殺対策計画（以下「計画」という。）を策定するため、皆野町自殺対策計画策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

(所掌事項) 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 皆野町自殺対策計画の策定に関すること。 

(2) その他自殺対策計画の策定に必要な事項に関すること。 

(組織) 

第３条 委員会は、保健、医療、福祉、教育等に優れた識見を有するものをもって組

織し、委員は町長が委嘱する。 

(委員の定数） 

第４条 委員の定数は、15 名以内とする。 

(委員の任期) 

第５条 委員の任期は、審議が終了するまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第７条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。 

４ 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

(庶務) 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

(その他) 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。  
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３．皆野町自殺対策計画策定委員会名簿 

 

氏名 機関・団体名 参考役職 

宮前 司 皆野町議会 
総務教育厚生常任委員会 

委員長 

中 健治 皆野町区長会 会 長 

山崎 三和子 医療機関 
秩父中央病院医療福祉 

相談室長 

清水 大貴 医療機関 清水病院理事長 

水上 成人 秩父保健所 保健予防推進担当課長 

新井 守 秩父消防署 北分署 分署長 

塩田 壽 皆野町民生・児童委員協議会 会長 

豊田 喜美恵 皆野町社会福祉協議会 事務局長 

長島 絹枝 
アスポート相談支援センター 

埼玉北部 秩父出張所 
相談支援員 

富田 たつ 
富田建設株式会社 

居宅介護支援事業所 
介護支援専門員 

保泉 広一 皆野町商工会 事務局長 

井上 佳代子 皆野中学校 養護教諭 

白石 公子 スクールソーシャルワーカー スクールソーシャルワーカー 

土屋 良彦 皆野町副町長 副町長 

新井 洋介 皆野町教育委員会 指導主事 

（敬称略）  
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４．用語解説 

 

本計画書内に出てきたわかりづらい言葉について、説明を掲載しています。また、そ

の言葉が初めて計画書内に出てきたページ数を併せて記載しています。 

 

あ行 
●いきいきサポーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 ページ 

住民主体の健康づくりを推進していくため、皆野町で平成 13年度より設置。住民に身

近な組織として 50 世帯に 1 人の割合を目安に約 100 人が委嘱され、各種健康づくり活

動を行う。 

 

か行  
●ゲートキーパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 ページ 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、

話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命

の門番」とも位置付けられる人のこと。皆野町においても、ゲートキーパー研修会を開

催してゲートキーパーの養成に取り組んでいる。 

 

●Ｋ６・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ページ 

Ｋ６は米国の Kessler らによって、うつ病・不安障害等の精神疾患をスクリーニング

することを目的として開発され、一般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何

らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用されている。 

「ちょっとしたことでイライラしたり不安に感じることがある」「絶望的だと感じるこ

とがある」「そわそわ落ち着かなく感じることがある」「気分が沈み、気が晴れないよう

に感じることがある」「何をするにも面倒だと感じることがある」「自分は価値のない人

間だと感じることがある」の６つの質問について５段階（「まったくない」（０点）、「少

しだけある」（１点）、「ときどきある」（２点）、「よくある」（３点）、「いつもある」（４

点））で点数化する。合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされ

ている。 
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さ行 
●埼玉県「暮らしとこころの相談会」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 ページ 

埼玉県で開催されている、法律、生活、こころの健康等複合的な問題に対応した相談

会。弁護士・司法書士・精神保健福祉士等が相談支援を行う。 

 

●さわやか相談員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 ページ 

児童生徒のこころの問題を解決するために中学校に配置された相談員。定期的に中学校

区内の小学校にも訪問する。 

 

●自殺死亡率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ページ 

その年の、人口 10 万人当たりの自殺者数。厚生労働省の人口動態統計による。 

 

●スクールカウンセラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ページ 

児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校におけるカウンセリング機能の充実

を図るため、臨床心理に専門的な知識・経験を有する学校外の専門家。 

 

●スクールソーシャルワーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ページ 

子どもの家庭環境による問題に対処するため、児童相談と連携したり、教員を支援し

たりする福祉の専門家。 

 
 

な行 
●認知症サポーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 ページ 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してでき

る範囲で手助けする人のこと。「認知症サポーター養成講座」を受けることで認知症サポ

ーターとなる。 

 

は行 
●標準化死亡比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ページ 

地域別に、死亡数を人口で除した通常の死亡率を比較すると、地域の年齢構成に差が

あるため、高齢者が多い地域では死亡率が高くなり、若年者が多い地域では低くなる。

標準化死亡比は、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、年齢構成

を調整したもの。数値が 100 より大きい場合は基準集団より死亡率が高く、100 より

小さい場合は基準集団より死亡率が低い。 
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５．自殺対策基本法 

 

自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移して 

いる状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに

対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念

を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本と

なる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、

あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って

暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個 

人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らす

ことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えか

つ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施

されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背 

景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければ

ならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏ま 

え、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしな

ければならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は

自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施され
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なければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が

図られ、総合的に実施されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自

殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該

地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その

他の援助を行うものとする。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その

雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と

関心を深めるよう努めるものとする。 

 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国

民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺

対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものと

し、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開す

るものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 
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（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。

第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体

その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りな

がら協力するものとする。 

 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族

等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのな

いようにしなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関

する報告書を提出しなければならない。 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺

対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）

を定めなければならない。 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の

区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策

計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し

て、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自

殺対策計画」という。）を定めるものとする。 
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（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の

状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施す

る都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進さ

れる自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、

予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 

 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、

自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺

対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究

及び検証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取

組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の

整備を行うものとする。 

 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りな

がら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものと

する。 

 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持

に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する

国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに

当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との

連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個

人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん養等に資す

る教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を

身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健

康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。 
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（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺

のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有

する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」

という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体

制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う

医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連

携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保

健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策

を講ずるものとする。 

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談そ

の他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な

施策を講ずるものとする。 

 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺

未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族

等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うた

めに必要な施策を講ずるものとする。 

 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の

支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ず

るものとする。 
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第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議という。）

を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自

殺対策の実施を推進すること。 

 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内

閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な

組織の整備を図るものとする。 
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